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はじめに

　本稿の目的は，経済の電子化（デジタル化）が現行の国際課税システムにど

のような影響を与えつつあるのかを検討することである1）。電子化と国際課税

の関係について，「令和2年度税制改正大綱」（令和元年12月12日，自由民主

党・公明党）においては，以下のような認識が示されている：

「デジタル技術は経済活動の隅々まで浸透しており，「経済のデジタル化」が急

速に進展している。このような時代の変化に対し，モノを中心とした産業時代

に形成された国際課税原則，すなわち，「恒久的施設（PE：Permanent 

Establishment）なければ課税なし」や「独立企業原則」が適切に機能しない

といった問題が顕在化している。」

　本稿の構成は以下のとおりである。まず，Ⅰ．では，そもそも「国際課税原

則」とは何かを簡単に検討する。次に，Ⅱ．で，従来の国際課税ルールの構成

要素を概観した上で，従来のルールは，サプライチェーン型のビジネスモデル

に基づいた国際的経済活動については，理論的には問題なく適用できることを

論じる。Ⅲ．では，デジタル・プラットフォームのビジネスモデルが国際課税

に対して持つ意味を，簡単な例を用いて説明し，Ⅳ．で電子化経済が国際課税

にもたらす問題は何なのかを基本的な視点から考える。最後に，Ⅴ．で，国際

課税ルールの検討に関する最近の動きと今後のあり方について述べる。
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Ⅰ．国際課税原則

　電子化経済への対応に関して，G20/OECD を中心に国際課税ルールの見直

し作業が進められつつある。電子化経済への対応は，従来から BEPS プロジェ

クトの一環として進められてきた2）。BEPS プロジェクト自体もいくつかの国

際課税ルールの見直しを含むものであったが，電子化経済への対応に関する国

際課税ルールの見直しについて，100年に一度の変化といったやや大げさでは

ないかと思われるような表現が用いられることもある。確かに，国際課税ルー

ルが様々な調整を受けつつも全体としては大きく変化することなく，100年ほ

どの間，それなりに機能してきた。したがって，長期間にわたって，概ね安定

的に維持されてきた現行の国際課税ルールのかなり大幅な見直しが，「国際課

税原則」の根幹にかかわる重大な変更として論じられるのも無理はないのかも

しれない。

　経済の電子化の進展が国際課税上の大きな影響を持つとしても，電子化に関

する課税問題が国際課税に集中して起こるのはなぜだろうか。それは，国際課

税ルールが各国間の税収配分に直接的な影響を与えるが，その場合，課税権の

配分が課税ベースの地理的な確定と結びついている場合が多いためであろうと

考えられる。そもそも，所得・消費・資産といった課税ベース算定の根拠とな

る指標は，「人」に帰属するものであって，「場所」に帰属するものではな

い3）。しかし，国家の成立する要素として，国民・領土・主権がある以上，各

国家の課税権が及ぶ範囲を確定する上で，「人」だけでなく，「場所」が問題と

なる場合が発生せざるを得ない4）。

　これに対して，国内課税の場合には，「課税地」の特定にあまり神経質にな

る必要はない。国内課税では，課税権が当該国にあることが最初から前提と

なっているため，どの「場所」で課税され徴収されるのかは，当該国や当該国

民にとって重要なことではない。（もちろん，国内課税の場合であっても国税

以外の地方税については，国際課税の場合と同様，課税地がどこかという問題
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は生じうる。課税地如何で，税収がどの地方公共団体に帰属するのかが異なっ

てくるからである。しかし，国内課税の場合は，国が地方自治体間の財政調整

を行うことができるために，課税地の問題が国際課税の場合ほど先鋭化しない

のが普通である。）したがって，経済の電子化が税務執行等に及ぼす影響5）に

ついては，国際課税の場合と同様であったとしても，国内課税においては課税

地の問題が基本的に生じないために，電子化の影響が国際課税に比べると小さ

い。

　国際課税における課税地に関して，従来は何らかの物的基準（物品の所在

地，事業の物理的拠点等）に拠っている面が強かったが，電子化の進展は，物

的基準による課税地の決定を困難にする。他方，課税地の決定如何で国際的な

課税権の配分が異なり，課税権の配分は国家間の税収配分（さらに，各国にお

ける社会厚生の相対的水準）に直結する。このため，国際課税ルールの変更は

各国間の利害対立を生むことになる。このことは国際課税ルールの変更を困難

にするとともに，ルールの調整のためには国際課税に関する基本的な共通認識

があるほうが各国にとって望ましい状況を作り出す。このような基本的な共通

認識が次第に形成され，国際的な基本合意としてある程度まとまったものにな

れば，それが「国際課税原則」とされるのであろう。

　しかし，そもそも，国家間の税収配分に関するルールを規定する「原則」な

ど存在し得るのであろうか。少なくとも，国際貿易分野における自由貿易原則

のような確立した原則は国際課税分野には存在し得ないのではないだろうか。

自由貿易原則は，それによって一時的にあるいは特定のセクターについて被害

を受ける国があり得るにせよ，長期的にはすべての国の厚生にとって望ましい

影響を与える場合が多いと考えられるので，国際的な「原則」とされるにふさ

わしい。しかし，国家間の税収配分は，いわばゼロサムゲームであって，どの

ような「原則」を採るにせよ，その原則によってすべての国の利益が増進され

るわけではない。

　国際課税のあり方についても，いくつかの規範的なアイデアが理論的に示さ

れたことはある。しかし，例えば，資本輸出中立性（capital export neutrality）
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等の伝統的な基準は，特定の効率性の側面に関する基準に過ぎない6）。また，

IMF ［2019］では，「効率性の観点は，レント（投資家の要求する最低収益率

を超える収益）はどこかで課税されることを要請する」（Efficiency requires 

that rents―receipts above the minimum return required by the investor―
be taxed somewhere.）としている。しかし，「どこかで」（いずれかの国で）

課税されるべきという「原則」は，グローバルな観点からの意味はあったとし

ても，国家間の適切な税収配分をもたらすという目的に照らす限りほとんど無

内容なものでしかない。

　BEPS プロジェクトにおいては，「価値創造が行われた場所における課税」

（“taxing where value is created”）という考え方が強く打ち出された。しか

し，これは，低課税国にペーパーカンパニーを設立することは許容できない，

といった特定の BEPS 対抗措置の基盤にある考え方として採用することはあ

り得ても，国際課税原則と言えるものではない。また，「価値創造が行われた

場所における課税」の考え方には，「国家間の税収配分の公平実現のための規

範」という客観的に論じ得ない要素が含まれているため，それを国際課税ルー

ルが則るべき基準としての「国際課税原則」とすることは，各国間の合意形成

をかえって困難にする面もあるかもしれない。

　他方，電子化経済への対応の文脈で見直しが進められている「PE なくして

課税なし」の原則や独立企業原則は，国際課税ルールの一部を形成する考え方

に過ぎないが，それらの「原則」は経済活動のグローバル化の中で常に問題を

指摘されながらも，思いのほか長期にわたって維持されてきた。そのために，

近年，それらの個別的な「原則」について，本核的な見直し作業が開始された

ことをもって，「100年に一度」の国際課税原則の抜本的見直しという捉え方が

されているのかもしれない。本稿では，以上のような認識をもとに，電子化経

済が国際課税にもたらす影響を検討していくこととしたい。



150 第6章　電子化経済と「国際課税原則」

Ⅱ．従来の国際課税ルール

　従来の国際課税ルールにおいては，居住地国・源泉地国・仕向地国という区

別が重要であった。図表1を参照されたい。R 国に居住する者（とりあえず，

個人とする。）が S 国に設立された企業に出資して，当該企業が生産活動を行

い，D 国に居住する顧客に財貨・サービスを提供している状況を考える。R 国

は residence country（居住地国），S 国は source country（源泉地国），D 国

は destination country（仕向地国）の略称である。マーリーズレビュー

（Mirrlees et al. ［2011］）によれば，もし R 国・S 国・D 国のすべてが PIT の

みを課していたら，税収は R 国に集まり，もし三カ国のすべてが CIT （VAT）

のみを課していれば，税収は S 国（D 国）に集まることになる。この意味で，

居住地国 PIT，源泉地国 CIT，仕向地国 VAT，という一応の対応関係を想定

することも不可能ではない7）。ここで PIT，CIT，VAT はそれぞれ，所得税

（個人所得税），法人税（法人所得税），消費税（付加価値税）を示している。

　電子化経済の生む困難な問題は，生産活動が行われた国（所得の「源泉」が

あるという意味での源泉地国）における課税が想定されている法人税8）にお

いて最も顕在化する。法人税は S 国で課されることを前提とすれば，かつ，

仮に法人税が今後とも各国で必要とされているとしたら，源泉地国における課

出資

財・サービスの提供

CIT
Ｓ国（源泉地国）

（生産者）

VAT
Ｄ国（仕向地国）

（顧客）

Ｒ国（居住地国）　PIT（or CIT）
（出資者）

図表1　居住地国・源泉地国・仕向地国 

〔出所〕　Mirrlees, et al. ［2011］, pp. 430-431の記述を基に筆者作成
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税が可能でなければならないということになる。しかし，一般に所得を生み出

す生産が行われた場所を特定することは難しいことから，源泉地国の特定が困

難な場合も多い。他方，居住地国や仕向地国の基準は，源泉地国に比べると明

確であると言われることが多い。（しかし，本当にそう言えるのかはどうか定

かではない9）。）

　これまでの法人税（CIT）に関する国際課税ルールにおいては，ごくおお

ざっぱに言えば，

　① 　法人はその存在する国（例えば，法人が設立された国）において，その

所得に対して法人税を課される10）。

　② 　法人が存在していなくても，PE（恒久的施設）がその国に存在すれば，

法人が得る事業所得のうち，当該 PE に帰属する分についてはその国の法

人税を課される11）。

　③ 　国境をまたぐ関連者間取引については，独立企業原則を中核にした移転

価格課税ルールが適用される。

という基本的な考え方が確立されていた。

　上記の3つの基本的考え方のうち，①については法人税の存在条件として自

明であると考えて受け入れることにして12），以下で②と③について検討する。

②の PE とは，当該法人の行う事業の拠点（工場・事務所等）である。①の基

準のみで法人税を課した場合，その法人が居住地国以外で事業活動を行っても

他の国では全く課税できないのも不都合なので，他の国で生じたとされる事業

所得に課税するために PE の考え方が必要となったのであろう13）。事業所得が

生じた場所を確定することは困難であるが，一つの目安としては，事業を行う

ための物理的な拠点の有無が想定され，それが従来の PE の考え方に結びつい

ている。

　仮に，①と②の基準によって，法人税を課すべき主体と主体の帰属する国が

明らかになれば，当該法人又は PE の課税ベースを計算することになる。その

際，国際課税の文脈で特に問題となるのが，③の移転価格（トランスファー・

プライシング）に関する課税ルールである。国際的に事業展開する企業の多く
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は，海外の関連企業（親会社・子会社・兄弟会社等の同一企業グループ内の企

業）との取引を活発に行っている。ところが，各国の税制に基づく法人の単体

課税（PE 課税を含む）の枠組みでは，国家間の税率や税制上の相違点を利用

すれば，関連者間取引の条件を調整することで，企業グループ全体の税引き後

利益を増大させることができる。そこで，海外の関連者との取引価格が独立企

業間で行われた場合に成立したであろう価格から乖離する場合に，独立企業間

価格（arms’ length prices；以下 ALP）に引き戻して課税所得を算定する移転

価格税制が各国で導入されており，OECD から移転価格ガイドライン（OECD 

［2017］）も示されている。

　さて，従来のサプライチェーン型のビジネスモデルにおいては，それが多国

籍企業によって展開される場合であっても，上記の①－③の条件が満たされる

限り，各国の法人・PE に帰属すべき所得が理論的には計算できるはずであ

り，かつ，その場合に各国で計算される所得は当該法人・PE によって生み出

された付加価値を反映しているはずである。国際的に展開されるビジネスで

あっても，それが生産者から消費者へのサプライチェーンに沿って行われる場

合には，各企業において独立企業間価格に基づく所得計算が行われることに

よって，理論的には，価値創造に応じた課税が各国で概ね実現されることにな

ると考えることができる14）。

　図表2を参照されたい。図表2の各企業（1，2，A）と顧客はそれぞれ別

企業１ 顧客

企業Ａ
原材料の提供

労働の提供

被用者

資金・技術の提供 製品・サービスの提供
企業２

図表2　サプライチェーン型のビジネスモデル

〔出所〕　筆者作成
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の国に所在するものとして，企業2の所得を考える。企業2は，親会社である

企業1から資金や技術の提供を受け，企業 A（企業2とは独立の企業）から

原材料の供給を受ける。企業2の顧客は企業2の関連者ではない一般の消費者

であるとする。仮に，企業2が所在する国が高税率国であれば，企業2は親会

社である企業1への支払いを増加させる（例えば，企業1からの借入金の利子

を多く払う，また，企業1から使用許諾を受けた特許に関する使用料を多く払

う。）ことで，企業1と企業2から成る企業グループの税負担を減らして，税

引き後所得を増加させることができる。しかし，企業1と企業2の間の取引が

独立企業間価格で行われていれば，企業2の所得は企業2の生み出す付加価値

を反映したものとなり，価値創造の基準と概ね整合的な課税が行われることに

なるはずである。（なお，企業2の生み出す付加価値は，企業2の法人所得と

は異なる。法人所得を算出するためには，被用者に対する賃金支払を控除する

等の調整が必要となる。しかし，この違いは，企業2とその被用者が関連者で

なければ，それほど大きな困難は生じさせないであろう。）

　しかし，独立企業間価格の算定は実際には困難である。例えば，事業所得算

定における無形資産・リスク等の取り扱いの問題がある15）。特に，無形資産に

関しては，その対価について，独立企業間価格がそもそも設定できるのかどう

かという問題がある。特許権の使用料のような場合は，独立企業間価格を想定

することもできなくはないが，ノウハウのような無形資産には公共財的な性格

がある16）ことから，独立企業間価格の概念が成立するのかどうかも不確かで

ある。また，無形資産に関しては，それが「無形」の情報であることを反映し

て，所在する場所を特定することが困難であり，このことが課税権の配分を巡

る国際課税上の困難な問題を引き起こす場合が多い。

　無形資産の問題は，電子化経済の下でさらに重要となるとともに複雑化す

る。特に，無数の消費者の行動に関するデータベースは，それ自体無形資産で

あるが，ビッグデータを効率的に収集できる特定の事業者（デジタル・プラッ

トフォーム）によって保有・管理される。また，ビッグデータは，特定の用途

に用いられる無形資産と異なり，様々な用途に活用できる汎用的な無形資産で
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あるといえよう。このようなビッグデータを活用するデジタル・プラット

フォームのビジネスがどのような国際課税上の問題をもたらすのか，次節で検

討する。

Ⅲ．デジタル・プラットフォームのビジネスモデル

　デジタル・プラットフォームのビジネスモデル17）は，従来の国際課税が依

拠してきた PE の基準と移転価格における独立企業間価格（ALP）の基準を無

効にする面がある。図表3は，典型的なデジタル・プラットフォームである

Google 社を念頭に，そのビジネスモデルを簡単に図示したものである。

（Facebook のビジネスモデルもほぼ同様である。）G 社は，消費者である顧客

（ユーザーB）に検索などのサービスを提供する見返りにユーザーB から膨大

な個人情報を収集し，それを分析することで，各消費者に対する効果的な広告

を行う。G 社は，ビッグデータ分析に基づく効果的な広告配信のサービスを消

費財生産者である顧客に提供し，ユーザーA から広告料を得ることで膨大な

収益を挙げる。なお，ユーザーA とユーザーB はともに G 社の顧客であるが，

全く別のタイプの顧客であり，G 社は両方のタイプの顧客の間でマッチメーキ

Ｇ社

ユーザーＡ
（消費財生産者）

ユーザーＢ
（消費者）消費財

検索等
サービス

個人情報

広告配信
サービス

広告料

間接ネットワーク効果

［本国：Ｉ国］

［市場国：ⅡＢ国］［生産国：ⅡＡ国］

図表3　デジタル・プラットフォームのビジネスモデル

（注）　仕向地国は，［生産国］であって，［市場国］ではない。
〔出所〕　筆者作成
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ングを行うことで収益をあげていることから，multi-sided platform と呼ばれ

ることもある。

　図表3は G 社のビジネスモデルを簡単に示したものであるが，図表3にお

いては以下の3つの国の存在が想定されている。すなわち，「本国」であるⅠ

国（G 社の居住地）・「生産国」であるⅡA 国（消費財を生産するユーザーＡの

居住地）・「市場国」であるⅡB 国（最終消費者であるユーザーB の居住地）の

三カ国である。ユーザーA もユーザーB も単一の主体ではなく，多数存在する

ことを想定している。以下では三つの国がすべて別の国である場合から出発し

て，その後，三カ国のうちのいくつかが同一国である場合を検討していく。但

し，Ⅰ国が G 社の居住地国であることはすべての場合に共通である。

　図表4は，G 社が広告配信サービスの対価としてユーザーA から対価（広告

料）を徴収し，利益を挙げる状況を示している。便宜上，広告配信に要する限

界費用はゼロとする。当初，G 社がユーザーB から対価を取って検索等サービ

スを提供していたものとする。その際，ユーザーB は検索等サービスをそれほ

ど活発には利用せず18），G 社が収集できる個人情報も限られていたためにユー

Ｐ（広告料）

Ｏ

Pm

Ｆ
タイプＢユーザーの関与によって増大した
タイプＡユーザーのＧ社サービスへの需要

Ｋ

Ｎ Ｍ

Ｌ

Ｄ（広告配信サービスへの需要）

図表4　 間接ネットワーク効果
（タイプＢユーザーからの情報増加に伴うＧ社超過利益の増大）

（注）　便宜上，広告サービス供給のための限界費用はゼロとする。
〔出所〕　筆者作成
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ザーA にとってそれほど有用な広告配信はできていなかったものとする。そ

の場合，広告配信サービスに対するユーザーA の需要は直線 FK で示されてい

たものとする。この時，G 社の得る超過利益は四角形 PmKNO（から固定費用

を出し引いた分）になる。

　次に，G 社がユーザーB に検索等サービスを無償で提供し，それによって G

社が収集できる個人情報が格段に増大して，G 社がユーザーA に提供できる広

告配信サービスの質（広告の有効性）が大幅に向上するために，ユーザーA

による需要が図表4の直線 FL に拡大したものとする。この効果は，G 社と

ユーザーB の関係深化がユーザーA による G 社サービスへの需要を拡大する

という意味で，間接ネットワーク効果と呼ばれることがある。間接ネットワー

ク効果によって，G 社の得る超過利潤は四角形 KLMN 相当分だけ増大する。

また，G 社がユーザーA に提供する広告配信サービスの質の向上によって，

ユーザーA がユーザーB に消費財を販売することによる超過利益も，図表4の

三角形 FLK 相当分増大する。以下では，この状況を前提に検討する。

1．三カ国別々の場合19）

　前述のとおり，図表3では，ⅡA 国を生産国，ⅡB 国を市場国と呼んでい

る。ここではこれらの呼び方と，より伝統的な源泉地国・仕向地国という概念

の関係を，G 社が提供するサービスの文脈で検討する。まず，ⅡA 国は G 社

の提供する広告配信サービスのユーザーが所在する仕向地国と言える。これに

対して，ⅡB 国は仕向地国とはいえないであろう。G 社はⅡB 国のユーザーB

に対して検索等のサービスを提供しているが，その提供は無償で行われている

ため，G 社のⅡB 国における売上はないからである20）。次に，G 社はⅡA 国に

もⅡB 国にも事業拠点を持たないから，従来の PE 概念に従えば，ⅡA 国も

ⅡB 国も G 社に関する源泉地国ではなく，G 社の所得に法人税を課すことの

できる国はⅠ国のみである。（なお，G 社からユーザーA への広告配信サービ

ス提供に関してⅡA 国で付加価値税を課すことは可能である。これに対して，

G 社からユーザーB への検索等サービスの提供が無償で行われる場合には，
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ⅡB 国は付加価値税も課すこともできない。）

　図表4によると，G 社のユーザーB への無償の検索等サービス提供によって

生まれた間接ネットワークによって超過利益を KLMN 相当分増大させてい

る。この超過利益の一部について，間接ネットワーク効果をもたらす個人情報

を提供したユーザーB の所在するⅡB 国で課税できるようにするべきだ，とい

うのがいわゆる「ユーザー参加」の考え方であると解釈できよう21）。この考え

方からは，ⅡA 国には G 社の超過利益に対する課税権の根拠は認められない。

ⅡA 国のユーザーA の活動が G 社の超過利潤の増加（KLMN 相当分）に寄与

しているとは言えないからである22）。（但し，図表4からわかるように，ⅡB

国に販売する消費財の生産者であるユーザーA は，G 社からの効果的な広告配

信サービスを購入することで，超過利益を三角形 FLK 相当分増大させてお

り，これに対しては当然ⅡA 国の法人税が課税される。）

　「ユーザー参加」の考え方は，上記のような根拠でⅡB 国にも源泉地国の地

位を多少とも与えようとするものではないかと解釈できる。また，「マーケ

ティング無形資産」の考え方を取るとすれば，G 社の収益をもたらす顧客であ

るユーザーA に対するマーケティングに資する無形資産がⅡB 国にあるので，

ⅡB 国に G 社の超過収益の一部に対する課税権を認めるということになる。

他方，ⅡA 国にマーケティング無形資産が存在すると考えることは困難であ

ろう。ユーザーA による G 社サービスへの需要の増加は，G 社の開発した優

れた技術という無形資産（本国に存在する）とユーザーB からの膨大は情報提

供によるビッグデータ（ユーザーB が住むⅡB 国にビッグデータという形の無

形資産が所在すると考えることもできる23））によるものであり，ユーザーA は

G 社の超過利潤をもたらす無形資産の形成に関与していないからである。この

意味で，ⅡB 国に課税権を認めるという考え方は，仕向地課税に基づくもので

はない。上述のとおり，図表3に示された例においては，ⅡB 国が G 社にとっ

ての仕向地国とは言えず，G 社の仕向地国はあくまでⅡA 国である。

　なお，後に述べるように，仮に国際課税制度を調整することで税収配分に関

する各国間の対立が解消されない場合には，ⅡA 国やⅡB 国が租税政策以外の
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手段を用いて G 社に対抗することもあり得る。例えば，ⅡA 国は，独占禁止

政策の観点から G 社に課徴金を課すことができるかもしれない。すなわち，

ⅡA 国の立場からすると，図表4における価格 Pm は不当に高いものであっ

て，その結果 G 社が得ている超過利潤の一部はⅡA 国が回収すべきであると

いうことになるかもしれない。また，ⅡB 国は，G 社が自国民の個人情報を不

当に吸い上げているという理由で，個人情報保護政策の観点から G 社に課徴

金を課すことを考えるかもしれない。但し，経済政策としての個人情報保護政

策の適切なあり方について明確な結論を得ることは困難である24）。

2．ⅡA 国＝ⅡB 国＝Ⅱ国の場合 

　3つの国がそれぞれ別の国の場合には，上記1．で述べたようなかなり厄介

な問題が生じてしまう。しかし，実際には，ⅡA 国とⅡB 国が同一国である場

合も多い。ここでは，両国が同一国（Ⅱ国）である場合を検討する。

　Ⅱ国は G 社サービスの仕向地国となるので，1．の場合と同様，付加価値

税の課税が可能であるほか，仕向地ベース法人税が導入されればⅡ国に法人税

収が生じる。また，「ユーザー参加」や「マーケティング無形資産」を根拠に

Ⅱ国が源泉地国として法人税を課すことができる可能性もある。このように，

Ⅰ国とⅡ国の税収配分調整のためには，様々な方法があり，1．の三カ国別々

のケースよりは問題に対応しやすくなる。他方，ⅡA 国＝ⅡB 国の場合には，

三カ国別々のケースでは明らかであった仕向地課税とユーザー参加等を根拠と

した源泉地国課税の区分が不明確になってしまう。現実の租税政策に関する議

論の混乱の一因は，2．のケースと1．のケースを混合していることにあるの

かもしれない。

3．Ⅰ国＝ⅡA 国の場合

　Ⅰ国とⅡA 国が同一国で，ⅡB 国は異なる国の場合，Ⅰ国＝ⅡA 国には特

段の課税問題は発生しないが，現行の国際課税ルールの下ではⅡB 国には付加

価値税収も法人税収も生じなくなってしまう25）。ⅡB 国としては，ユーザー関
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与等を根拠にした G 社の超過利益へ課税ができないのなら，個人情報保護政

策あるいは独占禁止政策による課徴金の賦課くらいしか G 社への対応策はな

いのであろう。なお，ⅡB 国にとっての同様の問題は，3．以外のケースで

あっても，G 社とユーザーA が同一企業である場合には発生するかもしれな

い26）。

4．Ⅰ国＝ⅡA 国＝ⅡB 国の場合

　この場合，すべての起こり得る課税は国内課税であり，特段の問題は生じな

い。G 社の利益については，異なったユーザーやその間の間接ネットワーク効

果の存在にもかかわらず，当該国の課税当局によって問題なく課税できる。こ

のように，デジタル・プラットフォームに関して生じる厄介な課税問題は，基

本的に国際課税上の問題である27）。

Ⅳ．電子化経済のもたらす問題とは何か？

　本稿Ⅲ．で検討したデジタル・プラットフォームの問題はどの程度の重要性

を持つ問題であろうか。また，本稿Ⅲ．で検討した問題は無形資産等に関する

従来の国際課税問題の延長上にある問題に過ぎないのであろうか。電子化経済

が従来の「国際課税原則」を揺るがしているとすれば，それはいかなる意味に

おいてであろうか。

　まず，デジタル技術の発展に伴って出現したプラットフォーム型のビジネス

モデルを採用する大企業は，GAFA に限らず，Airbnb，Uber，アリババ，テ

ンセント，ヤフー，楽天等広範に及んでおり28），そのようなタイプの企業，す

なわち，デジタル・プラットフォームがもたらす経済的な影響について，国際

課税面も含めて検討することは避けられない。その場合，サプライチェーン型

のビジネスモデルについては概ね順調に機能していた居住地・源泉地・仕向地

の概念や移転価格税制における ALP の考え方を見直す必要が生じたことは認

めざるを得ないであろう。今後，これまではサプライチェーン型ビジネスモデ
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ルを採用してきた企業が，デジタル情報の高度な活用を伴ったプラットフォー

ム型に変化していく可能性も十分にある。他方，従来の国際課税ルールは，サ

プライチェーン型の多国籍企業を暗黙の前提にしていたものと考えられる。

　デジタル・プラットフォームが新たな国際課税問題をもたらしていることは

認められるとしても，それは，電子化経済のもたらす問題のうちのどのくらい

の比重を占めているのであろうか。電子化経済は，企業が，物理的な拠点を持

つことなしにグローバルな事業展開を行うことを可能にした29）。しかし，この

ような事業展開は1990年代の電子商取引の時代から既に可能になった。にもか

かわらず，それによって国際課税ルール上の甚大な問題が生じたわけではな

く，既存ルールの微修正による対応が可能であった。

　また，OECD ［2018］が指摘するように，電子化経済においては，無形資産

の重要性が高まる。無形資産の取り扱いは，国際課税における伝統的な課題の

一つである。無形資産はそれが所在する場所を特定することが難しく，評価も

困難なので，国際課税問題を引き起こしやすい。しかし，少なくとも2015年の

「最終報告書」をまとめる段階までの BEPS プロジェクトにおいては，無形資

産の問題への対応も，ALP を前提にした移転価格課税ルールを含む従来の国

際課税ルールの枠内で行うことを前提にしていたものと考えられる。

　このように，グローバルな事業展開に物理的拠点が必ずしも必要でなくなっ

たことや，経済活動において無形資産の重要性が増大したことは，電子化経済

がもたらした変化ではあっても，従来の国際課税ルールの根幹を揺るがすよう

なものではなかった。電子化経済が国際課税ルールの抜本的見直しを迫るよう

になったのは，デジタル・プラットフォームが登場・発展し，その重要性が広

く認識されるようになってからではないだろうか。

　これに対して，サプライチェーン型ビジネスモデルを採る企業においても，

デジタル・プラットフォームにおいてみられるような間接ネットワーク効果は

存在したのだから，それは必ずしも近年の GAFA 等に限った問題ではないと

いう議論もある。例えば，Grinberg ［2019］は，新薬を開発する製薬会社の例

を挙げて，プラットフォーム型ビジネスモデルの場合と同様の現象が多くの産
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業で生じており，プラットフォーム型ビジネスモデルを採用する企業を他の企

業と区分して扱うことは不合理であると主張している。すなわち，新薬の開発

においては，製薬会社・病院・患者という3つのタイプの関係者が存在し，製

薬会社は治験を受ける患者の提供する個人情報を活用することで効力のある薬

を開発し，開発した新薬を病院に販売して高収益を挙げている。この状況は，

本稿Ⅲ．で検討したデジタル・プラットフォームのビジネスモデルにおいて，

製薬会社を G 社，病院をユーザーA，患者をユーザーB に対応させれば同じこ

とではないかと主張する。

　しかし，上記の製薬会社の例では，患者が製薬会社に提供する個人情報の性

格が，図表3でユーザーB が G 社に提供する個人情報とは異なっている。す

なわち，前者の場合には，情報を提供する患者の数が限られており，情報の対

象や内容が限定されているのに対し，後者の場合には，ユーザーB の提供する

情報の量が膨大である。図表3の例におけるユーザーB の数は大きく，ユー

ザーB がスマホや PC を通じて提供する情報量は，限られた治験患者の提供す

る情報量の比ではない。もちろん，治験患者の提供する情報は新薬開発のため

に不可欠で，かつ，製薬会社に大きな収益をもたらす貴重な情報である。これ

に対して，G 社にユーザーB の提供する個々の情報にはほとんど価値はない。

しかし G 社はユーザーB が提供する情報をビッグデータ30）として活用し，膨

大な収益を挙げることができる。

　デジタル・プラットフォームのビジネスモデルは，ビッグデータをもとに

AI 等を活用して有用な情報を得て，無数の顧客（本稿Ⅲ．の G 社の例では

ユーザーA とユーザーB）の間のマッチメーキングを行うというものである。

サプライチェーン型のビジネスモデルとプラットフォーム型のビジネスモデル

では，情報の流れ方が異なるとされている。すなわち，前者においては商品の

開発から製造，販売という流れの逆方向に情報が流れる（需要予測→在庫の配

置→製造→原材料の調達→新製品の導入）のに対し，後者においてはプロ

デューサーと消費者の間で情報が互いに流れ，その流れの渦の中心にいるプ

ラットフォームが経済的価値を増大させていくという図式が示されている31）。
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　サプライチェーン型ビジネスにとって必要なのは，あるカテゴリーに属する

消費者の特定の需要に関する情報32）であるのに対し，プラットフォーム型ビ

ジネスは，個別の消費者の需要を把握あるいは予測することのできるビッグ

データである。デジタル・プラットフォームは，このようなビッグデータを，

AI 等を利用して解析し，個々の消費者の需要を把握し，場合によっては消費

者自身が意識していなかった需要を掘り起こして，個々のプロデューサーとの

間でマッチメーキングを行う33）。この過程で用いられるビッグデータという無

形資産は，（新薬開発のために必要な知識やノウハウといった）個別の目的の

ために用いられる情報としての無形資産とは異なり，様々な目的に活用できる

いわば汎用的な無形資産と規定できるのではないだろうか。

　仮に，無数の消費者がスマホや PC を操作する過程で生み出されるデジタル

情報が電子化経済における経済的価値の重要な源泉であるとしたら，価値創造

の行われた場所で課税されるべき法人税の課税権が当該消費者の居住する国に

あるという主張も成り立ち得るのかもしれない。サプライチェーン型のビジネ

スモデルを基盤にした経済活動においては，労働を供給する消費者への所得税

（PIT）は当該消費者が所在する居住地国で，消費税（VAT）は最終消費のた

めの支出を行う消費者の所在する仕向地国で行われるというのが国際課税にお

ける基本的なルールとされてきた。また，法人税（CIT）については，法人又

は PE が所在する源泉地国で課税され，その際の法人所得の算定は独立企業間

価格（ALP）によるべきであるというのが従来の国際課税ルールにおける考

え方であった。

　電子化経済においても，居住地国における PIT 課税や仕向地国における

VAT 課税については特段の基本的問題は生じていない。（CIT だけでなく，

PIT や VAT についても，電子化の進展によって国際的な租税逃れがより容易

になったという面はあるが，税逃れの問題は本稿の検討対象とはしていない。）

これに対して，CIT については，電子化経済においてこれまでのルールをそ

のまま存続させることは困難であるとの認識が広まり，OECD を中心とした

国際的な検討が進められてきた。
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　CIT に関する国際課税ルール変更の方向は，一定のカテゴリーに属する大

規模な多国籍企業にかかる CIT の課税ベースの一部を市場国（あるいは仕向

地国）に移そうとするものである。この場合，その論拠は，顧客の所在する国

で「価値創造」が行われているから，とされている。しかし，顧客の所在国に

おける価値創造が比較的明確に言えるのは，デジタル・プラットフォームが顧

客に関するビッグデータという無形資産を活用して超過利潤を得ている場合で

あろう34）。実際には，「デジタル経済」を他の経済活動から切り離して論じる

ことはできない（リング・フェンシングできない）というそれ自体は正当な議

論を考慮に入れれば，仮に新しい国際課税ルールに関する合意が成立した場

合，市場国に課税ベースの一部が配賦される企業の範囲は，デジタル・プラッ

トフォームだけではなく，さらに広い範囲となろう。

　しかし，国際課税ルールの抜本的な見直しを促した重要な要因が，本稿Ⅲ．

で論じたようなデジタル・プラットフォームの発展であることは確かである。

また，新たな課税ルールの対象となる所得は，必ずしもビッグデータとは限ら

ず，一般的な無形資産によって得られる超過利潤となるであろう。もちろん，

「国際課税原則」が各国間の税収配分に影響を与える以上，その策定は政治的

プロセスを経ざるを得ないし，新たな「原則」ができたとしても，それはこれ

まで同様，各国間の利害対立調整のための妥協の産物でしかない。本稿では，

電子化経済が国際課税ルールの見直しをもたらしたことの理論的な背景を検討

してきた。以下では，本稿の結びとして，最近の動向と今後の展望に触れるこ

ととしたい。

Ⅴ．結　語

　電子化経済を巡る OECD を中心とした検討は，2018年ごろから本格化した

が，2019年に入ってから加速され，次々に報告書が提出された35）。2019年9

月，OECD 事務局は電子化経済に関するいわゆる Pillar 1の論点36），すなわ

ち，所得源泉と利益配分ルールに直し（Revised Nexus and Profit Allocation 
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Rules）に関して，具体的な提案（OECD ［2019f］）を行うとともにこの提案を

パブリックコメントに付した。この OECD 事務局案には，必ずしも明らかで

ない曖昧な点も多い。また，2019年12月3日にアメリカの財務長官から

OECD 事務総長あてに，「Pillar 1を safe-harbor regime（強制的に適用され

る制度ではなく，納税者が選択可能なオプション）と位置付けるべきである」

とする書簡が出されたことから，2020年中に実効性のある新しい国際課税ルー

ルの策定が果たして可能かどうか危ぶまれている状況にある（2019年末現在）。

　OECD ［2019f］に示された Pillar 1に関する提案は，”Unified Approach”（統

合的アプローチ）と呼ばれている。「統合的」というのは，OECD ［2019b］で示

された3つのアプローチ，」すなわち，「ユーザーの参加」（user participation），

「マーケティング無形資産」（marketing intangibles），「重要な経済的存在」

（significant economic presence）の3つの考え方を「統合」したという意味かも

しれないが，本当に「統合」できているのかどうかは明らかでない。OECD 

［2019f］で示された提案は多岐にわたるが，概要は以下のようなものである。

・ 対象は高度にデジタル化されたビジネスモデルだけでなく，一定の消費者向

けビジネス（“consumer-facing business” と呼ばれるが，その正確な範囲は

示されていない。）も含む。

・ 対象となるビジネスについては，物理的な存在がなくても，主として売上基

準に基づいて，その国の課税の根拠となる nexus を認定する。

・ 対象となるビジネスについては，現行の移転価格ルールを超える新しい所得

配分ルールを適用する。

・ 新ルールで配分される所得のうちの Amount A と呼ばれる部分は，みなし

残余利益の一部であり。nexus の存在する国に売上高等をもとに一定の算出

方法で配分される37）。

　仮に，上記のような新しい国際課税ルールが実際に導入されたならば，対象

企業を限定しているとは言え，従来の PE 概念や ALP に依拠した移転価格ルー

ルを逸脱することになる。特に，上述の Amount A の考え方は，単体課税と

しての法人税（そこでは ALP の適用が原則となり，ALP が適用できるという
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前提の下では価値創造に応じた課税という考え方とも一定の整合性がある。）

ではなく，関連企業集団全体の所得を一定の公式に基づいて各国に配分すると

いう定式配分法（formulary apportionment）に近い38）。他方，定式配分法は，

各国間の税収配分についての対応であって，価値創造とは直接関連がない。仮

に，Amount A が価値創造に応じた課税を実現するためであると主張するの

であれば，その適用範囲や算出の仕方についての論拠を示す必要があろう。

（少なくとも，OECD ［2019f］においてはそのような論拠は示されていない。）

　もちろん，国際課税ルールの策定の際，その焦点が各国間の税収配分の問題

である以上，合意に至ったとしてもその結果が何らかの政治的妥協を経たもの

であることは避けられない。したがって，その過程では，特定の「国際課税原

則」のスローガンが悪用されないように注意することが必要であり，「価値創

造に応じた課税」という考え方についても，それを曖昧な政治的スローガンと

いう位置づけにとどめておくことがむしろ望ましいのかもしれない。また，前

述のアメリカ財務長官の書簡では，ALP に基づく移転価格ルールと課税され

る nexus の基準は国際課税システムの支柱（pillars）であり，そこからの

“potential mandatory departures” に懸念していると述べているが，最初から

従来の基準を変えるべきでないという前提を置いてしまうと，議論が先に進み

ようがない。

　国際課税における基準や原則は，最終的には，国家間の税収配分を定めるた

めの政治的な妥協の産物と考えるべきであり，特定のスローガンにこだわるべ

きではない。国家間の税収配分は，国内における所得分配と同じく，公平や公

正の観点と切り離すことができないのだから，客観的に望ましい基準や原則を

打ち立てようとしても基本的に無理である。しかし，だからこそ，国際的な協

調体制が重要である。国際的な協調体制なしには，経済効率性やコンプライア

ンスコストの点で，すべての国にとって望ましくない仕組みが出来上がってし

まう恐れがある。電子化経済がもたらす問題に対して，各国が協調して取り組

むにあたり，デジタル・プラットフォームのビジネスモデルやビッグデータと

いう形をとる無形資産39）がもたらす国際課税上の問題について，各国間で共
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通理解が成立するよう，各国当局および国際機関をはじめとする関係者の尽力

が求められる。

　但し，経済の電子化が国際課税システムにもたらす問題は，相当根が深く，

解決困難なものである。電子化の進展は，人々の間の所得格差とともに，国家

間の税収格差も広げていくであろう。このような状況に国際課税ルールが適切

に対応していく，すなわち，各国における法人税の存在を前提に，電子化経済

の発展を妨げることなく，「市場国」がある程度の税収を確保できるような国

際課税ルールが実現可能であろうか40）。ことによると，そのような対応策は，

国際課税ルールの範囲の調整では不可能かもしれない。その場合，多国籍企業

の超過利潤の一部を「市場国」が回収することを可能にするために，租税政策

以外の手段，すなわち，独禁政策・貿易政策・価格規制といった政策も総動員

する必要なのかもしれない41）。さらに，個人情報保護政策との関連も検討する

ことも必要となろう。経済の電子化がもたらす国際課税問題は，国家・企業・

国民の間で従来想定されてきた関係がデジタル技術の発展を契機に基本的見直

しを迫られていることの一端なのであろう。

［注］
1） 　digitalization of the economy を直訳すると経済のデジタル化であるが，デジタル化されつつあ

る経済という意味での「デジタル化経済」という表現はややぎこちないので，ここでは，「電子化」
「電子化経済」という表現を用いる。

2） 　2015年の BEPS プロジェクト最終報告書の中で，デジタル経済の問題を扱った Action 1の報告
書（OECD ［2015］）は，総論的な位置づけが与えられている。

3） 　Ault and Bradford ［1990］, pp. 30-31。なお，所得と特定の場所を結びつけることはできないと
いう原則のほとんど唯一の例外は，資産としての土地から生じる所得であろう。このため，土地は
国際課税ルールの中で特殊な取り扱いを受ける場合が多い。

4） 　国際所得課税の分野では，居住地管轄と源泉管轄の2つが課税管轄として挙げられる。水野
［2000］，4頁以下。

5） 　電子化の影響については，税務執行を効率化する面と困難にする面の両方がある。
6） 　1990年代に行われた「電子商取引課税」に関する議論の文脈で，米国政府は，源泉地課税の困難

化を背景に居住地課税の優位性を強調し，その文脈で理論的根拠として資本輸出中立性に言及され
ることはあったが，現実には，電子商取引のメインプレイヤーであった米系企業への課税を確保す
る観点から居住地国課税の優位性が唱えられた可能性が強い。現実には，電子商取引の発展は，源
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泉地国課税だけでなく，居住地課税の困難ももたらし，結局後の BEPS プロジェクトで問題とさ
れるに至ったことを考慮すると，1990年代における米国政府の議論は，低税率国への利益移転等の
問題を軽視していた面があったと今日の観点からは評価せざるを得ないであろう。渡辺［2001］，143頁。

7） 　Mirrlees et al. ［2011］, p. 431。なお，マーリーレビューで述べられている通り，R 国・S 国・D
国のいずれが課税権を持つべきかという議論に特段の解があるわけではない。また，増井［2017］，
17頁が指摘する通り，「特定の税目だから必然的にかくかくしかじかの分配基準が帰結する，とい
う関係には必ずしもない」という点にも留意する必要がある。

8） 　増井［2017］，19頁。
9） 　Mirrlees, et al. ［2011］や Devereux and Vella ［2018］では，居住地国における課税は，法人を

保有する個人株主の居住地国における課税を想定しているものと考えられる。しかし，個人株主の
居住地を特定することも，個人株主が他の法人やファンド等を通して法人の株式を保有している場
合等においては，法人の居住地確定以上に困難な場合もあるかもしれない。

10） 　図表1の R 国における出資者が仮に法人であれば R 国に存在する法人は，居住地課税としての
法人税を課される。他方，S 国に設立された法人の課税関係において，S 国は当該法人の居住地で
あり，かつ，生産活動を行う源泉地国でもある。

11） 　仮に図表1の S 国における生産者が法人ではなく，R 国の出資者が運営する工場であれば，S 国
の生産者は PE として，当該 PE に帰属する事業所得について S 国の課税を受けることになる。

12） 　但し，①を悪用して，タックスヘイブン等の軽課税国に人為的に法人を設立してそこに所得を集
めることで税負担軽減を図る戦略への対抗措置が必要になる。

13） 　「事業」は実体的・経済的な概念であり，「法人」のように国家主権に基づいた法的概念ではな
い。他方，課税は国家主権の機能であり，国家によって「法人」が認識されると課税が行われるた
めに法人においては課税ベースの算定を行わざるを得ない。他方，事業の所得把握は国境とは無関
係なので，国内に事業拠点を有する外国法人に課税ベース算定を行わせるためには当該国における

「PE」の設定が必要になったのではないかと考えらえる。
14） 　サプライチェーン型のビジネスにおいても，異なった国に所在する企業間の出資等，株主・企業

間の関係構築（及び解消）を伴う取引については，独立企業間価格の基準のみでは十分な対応はで
きないと考えられるが，この問題は本稿では取り扱わない。また，サプライチェーン型ビジネスに
おいても，無形資産等による超過利益が発生する場合，その課税ベースの国家間配分は独立企業原
則だけでは一義的には定められない，という問題もある。しかし，独立企業原則の適用によって，
ある程度の範囲が確定できれば，あとは最終的には当局間交渉によって合意に至ることが理論的に
は可能なはずである。

15） 　事業所得以外の所得（利子・使用料等）についても，関連者間取引の影響を適切に除去すること
は困難な場合が多い。

16） 　中里［1994］，295頁以下。
17） 　詳細については，渡辺［2019a, 2019b, 2019c］を参照。
18） 　当初は，G 社の検索等サービスが有料であったために，当該サービスを利用するユーザーB の数

は少なく，サービスの利用頻度も低い水準にとどまっていたものとする。
19） 　ユーザーA の生産する消費財の取引に関しては，ⅡA 国が居住地国かつ源泉地国，ⅡB 国が仕

向地国であることは言うまでもない。しかし本稿の主たる対象は G 社のビジネスに関する課税問
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題であって，ユーザーA とユーザーB との間で行われる消費財取引に関する課税問題ではない。
20） 　G 社はユーザーB に対して検索等サービスを提供し，その対価としてユーザーB に関する個人情

報を物々交換の形で得ていると解釈することもできるが，このことからⅡB 国を G 社の仕向地国
とすることはできないであろう。

21） 　また，ⅡB 国には，単なる顧客としての消費者がいるのではなく，個人情報を提供するという能
動的な役割を果たすユーザーB が存在することで，G 社の「マーケティング無形資産」がⅡB 国に
認識され，このことを根拠にⅡB 国が G 社の超過利益に対する課税権を持つ，という説明も可能
かもしれない。なお，「ユーザー参加」や「マーケティング無形資産」を課税の論拠とする考え方
の詳細については，OECD ［2019b］を参照。

22） 　この議論は，図表3において，ユーザーA とユーザーB の間で，ユーザーB からの間接ネット
ワーク効果しか想定していないことに依拠している。仮に，両方のユーザー間で相互に間接ネット
ワーク効果が働く状況を想定すると（例えば，G 社がマーケットプレースを運営している場合等に
おいては，両方向の効果が発生することを想定することが自然である。）， G 社の超過利益に対する
ユーザーA の貢献についても考慮に入れる必要がある。

23） 　ビッグデータが分析されて有益な情報に変換されるのは，本国であるから，ビッグデータという
無形資産が存在するのも本国であるという考え方もあり得る。しかし，ユーザーB が住んでいるの
はⅡB 国だから，ⅡB 国に無形資産が存在すると考えることも可能であろう。

24） 　ⅡB 国の消費者が G 社に個人情報を提供しているのは，無料で使える検索等サービスの便益の
対価である。ⅡB 国の消費者は G 社のサービスによって消費者余剰を得ており，対価としての個
人情報の提供が不当に高いものであると消費者が認識しているとは言えない。従来の理論的枠組み
では，ⅡB 国当局による個人情報保護政策の厚生経済学的な意義を明確に示すことは容易ではない
と考えられる。

25） 　ⅡB 国への消費財輸入に対する輸入付加価値税はⅡB 国で課税できるが，この課税は G 社のビ
ジネスには直接の関わりはない。

26） 　例えば，G 社が Google ではなく Amazon である場合には，G 社とユーザーA の生産する消費財
の流通業者が同一企業である場合がある。

27） 　但し，G 社がユーザーB にポイント等を供与する場合に付加価値税の仕入控除に関して起こりう
る国内課税問題について，渡辺［2019b］を参照。

28） 　GAFA のうちでも，Apple については，現在でも iPhone 等のプラットフォームの端末となる製
品の販売が主力である点で，他のデジタル・プラットフォームとはやや性格が異なるかもしれな
い。

29） 　OECD ［2018］においては，Scale without Mass と表現されている。
30） 　野口［2019］，25-26頁によると，ビッグデータの大きさは，個人が扱うデータの10億倍規模であ

り，従来のデータとは異質のものである。
31） 　モザド・ジョンソン［2018］，43-45頁。
32） 　上述の製薬会社にとっての患者の治験情報もこの種の情報である。
33） 　伝統的な流通業・金融業等あるいは一般企業のマーケティング活動もマッチメーキングを目的と

していたとも考えられるが，ビッグデータを用いた普遍的なアプローチはとれず，個別分野での
マッチメーキングにとどまっていたため，その効果には限界があった。
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34） 　Cui ［2019a, 2019b］及び Cui and Hashimzade ［2019］は，location specific rents （LSR）という
概念を用いて，顧客の所在する国での課税を正当化しようとしている。但し，これらの文献におい
ては，LSR の概念をデジタル・サービス税（DST）正当化の論拠として用いており，本稿の立場
とは異なる。なお上記の Cui 論文の解説・検討として，岡村［2019］，193-199頁。

35） 　OECD ［2019a-2019g］。なお，2019年になって国際的な検討作業が加速した背景には，フランス
等におけるデジタル・サービス税（DST）導入の動きがあるが，本稿では DST の問題は扱わない。

36） 　電子化経済に対応したコンセンサス形成のための OECD の作業計画（OECD ［2019c］）におい
ては，2つの柱（Pillars）が示された。Pillar 1に関する事務局提案を示したものが OECD ［2019f］
であり，Pillar 2 （税源浸食に対するグローバルな対抗策：Global Anti-Base Erosion）に関する事
務局提案を示したものが OECD ［2019g］である。

37） 　OECD ［2019f］は，このほかに，Amount B と Amount C にも言及しているが本稿では取り上
げない。OECD ［2019f］の簡潔な解説として，岡村［2019］，201-203頁。

38） 　OECD ［2019f］のパラグラフ15においても，Amount A を a formulaic approach と説明してい
る。なお，渕［2016］，12頁は，従来から，「国際課税については独立企業間基準の系譜の考え方と
定式配分法の系譜の考え方という2つの相反する見解が存在し，様々な局面で拮抗している」とし
ている。

39） 　ビッグデータという汎用性のある無形資産を獲得できた一部の企業は，高い収益を得るだけでな
く，経済システムの中で今後ますます重要な幅広い機能を果たしていくことになるであろう。その
場合，それらの企業は，その機能の重要性に見合った責任も担っていくことが期待される。

40） 　「令和2年度税制改正大綱」（令和元年12月12日，自由民主党・公明党）では，経済のグローバル
化・デジタル化に対応した国際課税ルールの見直しにおいて，政府が国際的な議論に取り組むにあ
たっての視点として，
・安定的かつ予見可能な投資環境の構築
・企業間の公平な競争条件の整備
・新ルールの適用対象の明確化等
・過大な事務負担及び二重課税の防止
・法人税の引下げ競争への対抗
の5項目を挙げている。これらの項目はそれぞれにもっともなものであるが，それらの条件をすべ
て満たすような改革を実現していくことは至難の業であろう。

41） 　Bankman, et al. ［2018］, p. 30以下，杉本［2019］，135-136頁。
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